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令和７年度福岡第二合同庁舎連結送水管配管修繕
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旭防災設備株式会社
福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４

¥２，７２５，２５０－

¥３，０００，８００－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書 
 
 
 
１ 業 務 名  令和７年度福岡第二合同庁舎連結送水管配管修繕 
 
 
２ 履 行 場 所  福岡第二合同庁舎（福岡市博多区博多駅東２－１０－７） 
 
 
３ 契約の相手方  住 所 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 
          相手方 旭防災設備株式会社九州支店 
          電 話 ０９２－４３７－２５２５ 
 
 
４ 適 用 法 令  会計法第２９条の３第４項 
          予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 
 
 
５ 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由 
 
  (1) 目的・内容 

 本作業は、福岡第二合同庁舎別館に設置している連結送水管路の漏水が発見さ

れたため、緊急的に修繕を実施するものである。 
      

 
  (2) 理由 

    連結送水管は、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階ま

で送水するためのものであり、火災から人命や財産を守るために必要不可欠な消

火設備であり設備の機能確保のため、迅速かつ早急な修繕が必要である。 
過去、福岡第二合同庁舎の防災設備保守点検等の業務を受注した業者に当該修

繕の対応を依頼したところ対応できる者は旭防災設備株式会社九州支店のみであ

った。よって、旭防災設備株式会社九州支店は、現場に精通し当該修繕を迅速か

つ的確に遂行できる唯一の契約相手である。 
このため本業務は、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条

の４第３号により、上記業者と随意契約を締結するものである。 
 
 
 
                       （随意契約理由書作成者） 

総務部総務課長 


